
(引渡日決定時)

　ファイバーエース無結露30年延長保証書の発行を申請いたします。
①～⑪までの項目をご記入下さい。

　フリガナ

　フリガナ
〒 □ 都 □ 道

□ 府 □ 県

印

下記内容をご確認の上、ご記入下さい。

20 年 月 日

　建築主様へ保証約款、個人情報の保護に関する条項を説明し、ファイバーエース無結露30年延長保証
を申請及び発行を依頼致します。

事業社名 施工認定士名

■ お問合せ

〒485-0028
愛知県小牧市東新町28-1

必
　
須

□ 　個人情報保護に関する条項及び、同意書（2枚目・表面）

□ 　瑕疵保険証券の写し

□ 　施工写真（3枚）

⑤保険の種類 　■　ファイバーエース無結露３０年延長保証

㎡

□

⑨工法（構造）
※ いずれかにチェックを記載

　木造　（　□ 軸組　　・　　□ 枠組　）　　、　　□ その他構造　（　　　　　　　　　　　　　）

　ファイバーエース無結露30年延長保証　申請書兼発行依頼書（本紙）⑩保証申請時
　必要書類等

※ 準備できた書
　　類にチェック
　　を記載

月
届出事業者№

20

届出事業者名

ファイバーエース無結露３０年延長保証　申請書兼発行依頼書

□

④申込担当者
緊急連絡先

日年

②
申
込
者

（
被
保
険
者

）

①申込日（西暦）

⑧セルロース施工面積
※ 実際の施工面積を記載

ＣＥＧＡ [セルロースファイバー保証協会]

引渡日

　設計図書　［　仕様書　・　平面図　・　立面図　・矩計図　］

※申請には原本の提出が必要です※

登録物件Ｎo.

日0 年2

③
物
件
情
報

階　地上 階 、 地 下⑦階数

⑥申込物件団体名

様邸

印

FAX：0568-43-1800

氏名

月

TEL.：0568-43-2224

連絡先

建築地住居表示

物 件 名



規定を、全ての役員、全ての社員が遵守することにより、お客様を尊重し、お客様からの当協会に対する信頼にお応えしていきます。

「個人情報」とは、下記の①又は③に記載されている情報のことをいう。 　(提供される情報) 第9条　(審査結果の連絡・有効期限)
① 当協会所定のファイバーエース無結露30年延長保証書(以下「保 第1条に定める個人情報 　申込者は、当協会が申込者からの申込みに基づき、当協会が審査

証書」といいます。)に記載された氏名、建築地、住居表示 した内容を会員に通知することに同意します。
(本契約締結後に当社が通知を受ける等して知り得た変更情報を含む。) 第5条　(委託) 尚、審査結果は審査時点のものであり、施工後に著しい情報の変動
② 本契約に関する申込日、保証開始日の「契約情報」 　当協会、第2条に定める利用目的の達成に必要な範囲内におい や、申請内容の変更等がある場合には契約できない場合があっても
③ 本契約に関する契約締結後の「取引情報」 て個人情報の取り扱いの全部又は一部を委託する場合があります。 異議を申し立てません。
(本契約締結後に当社が通知を受ける等して知り得た変更情報を含む。) その場合、当協会は、個人情報が安全に管理されるよう、委託先に

対する必要かつ適切な監督を行います。 第10条　(規約の変更)
第2条　(利用目的) 　当協会は、本条項を変更した場合、変更内容が申込者に重大な影

当社は、以下の利用目的の範囲内で個人情報を収集・利用する。 第6条　(個人情報の保護対策) 響を及ぼす恐れがある場合には、申込者に通知もしくは適切な方法
① 本契約申込に関する判断のため 1、 当協会は、個人情報の保護のため、従業員に対し定期的に で告知するものとします。
② 本契約の履行のため 教育を行い、個人情報の取扱いを厳重に管理します。
③ 保証契約者様にとって有用と思われる当協会のサービスの紹介、 2、 当協会の保有するデータベースシステムについても、アクセス 第11条　(問合せ窓口)

提供のため の制限・管理を行うなど必要なセキュリティ対策を講じます。 　個人情報については、当協会の担当窓口が対応部署となります。
④ 保証書の発行、又は事故対応のため 3、 申込者の同意に基づき、個人情報を第三者に提供する場合に 尚、個人情報の開示・訂正・削除に関する請求窓口、個人情報に関
⑤ その他上記業務に付随する業務を遂行するため は、個人情報の漏えい等がないよう、必要かつ適切な監督を するお問合せ先は、下記のとおりです。

行います。
第3条　(センシティブ情報)

　申込者は、当社が本契約を締結しようとする者が申込者本人である 第7条　(個人情報の開示・訂正・削除)
ことに相違ないかを確認するため、本籍地等の情報を含む運転免許証・ 1、 申込者は、当社に収集されている自己に関する個人情報を当
パスポート等の個人を証明する書類の確認をすることを同意します。 協会の所定の方法により開示するよう請求することができます。

2、 当協会が保有する個人情報が不正確または誤りであることが
第4条　(個人情報の第三者への提供同意) 判明した場合には、当協会は速やかに最新の情報へ訂正また 住所 ： 〒485-0028　愛知県小牧市東新町28-1

1、 当協会は、収集した個人情報を次に掲げる場合を除くほか、あらか は削除いたします。 ＴＥＬ ： 0568-43-2224 FAX ： 0568-43-1800
じめ本人の同意を得ないで、第三者に提供することはありません。 3、 当協会は、利用目的の制限を越えて個人情報を利用している
① 法令に基づく場合 場合、不法に個人情報を取得されたものである場合または不法 上記、個人情報の保護に関する条項に同意します。
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であ に第三者に個人情報を提供した場合には、申込者の求めに応じ

って、本人の同意を得る事が困難であるとき て当該個人情報の利用もしくは第三者への提供(「利用停止等」 署名 印
③ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法 という。)を停止します。ただ利用停止等を行うことが困難な場合

令に定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場 であって本人の権利利益を保護するため必要な代替措置を講
合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支 その限りではありません。 ファイバーエース無結露30年延長保証について、約款の
障を及ぼすおそれがあるとき 4、 当協会は、申込者との取引終了後(契約に至らなかった場合は 説明を受けました。

2、 申込者は、以下の定めに従い、当協会の個人情報を第三者と相互 審査結果日から)5年経過後、申込者の事前の承諾を得ることな
に利用することを同意します。 く、個人情報を安全かつ完全に消去します。 署名 印

　(利用目的)
① 保証書の更新・管理 第8条　(本条項不同意の場合の処置)
② 本契約の更新・管理 　申込者が本契約において必要な記載事項(申込書及び契約書表 約款の説明業務、本人確認を行いました。
④ その他上記目的に付随する業務を遂行するため 面で記載すべき事項)の記載を希望しない場合、及び本条項の全部

　(利用者) 又は一部を承認出来ない場合には、当社は本契約を拒否することが 担当事業者名 印
当協会、当協会が本契約に基づく業務を委託する会社 できるものとします。但し、第2条④に同意しない場合は、これを理由
当協会加盟店（施工工務店）、引受保険会社 に当協会が本契約を拒否することはありません。 施工認定士名 印

一般社団法人　セルロースファイバー保証協会

【　個人情報の保護に関する同意書　】

個人情報の収集・利用・提供等に関する条項(全体を通じて、「本条項」といいます。)

第1条　(個人情報)

ファイバーエース無結露30年延長保証(以下「本契約」という。)の申込者(契約者も含む。以下「申込者」という。)は、一般社団法人セルロースファイバー保証協会(以下「当協会」という。)が本条項案に従い個人情報を取扱うことに同意します。

一般社団法人セルロースファイバー保証協会(以下、「当協会」といいます。)は事業を通じてお客様からご提供いただきました個人情報の一つ一つがお客様のプライバシーを構成する重要な情報であることを深く認識し、業務に
おいて個人情報を扱う場合には、確実・大切に扱うことはもちろん様々な情報に対し、尊敬の念を持って取扱うと共に、個人情報に関する法律、当協会の事業を通じて関係する全ての法令および個人保護のために定めた社内



ファイバーエース無結露３０年延長保証約款 
 

 

第 1条（総 則） 

 一般社団法人セルロースファイバー保証協会（以下「協会」という。）は、会

員（保証書記載の保証者である施工会社、以下｢会員」という。）が請け負った

工事の目的物（以下「工事目的物」という。）について被保証者（保証書記載の

施主。但し法人を除く個人とする。）に対して施工上の瑕疵がない場合に、この

約款に従って保証します。 

 

第 2条（契約の成立） 

 保証契約の成立は、保証料の納付と協会が被保証者に対して所定の保証書を

交付することで成立します。 

 

第 3条（保証対象及び期間） 

 協会が保証する対象及び期間は、当該工事の種類または部位等により、別表

１に定めるところとなります。 

２ 保証する期間は、保証書記載の発行日から起算して 10年とします。 

３ 保証期間終了後の延長保証については、保証期間満了前に協会の指定検査

機関の検査、または施行会社による自主検査により、再度発行申請を行うこ

とにより更に 10年延長する事ができます。但し更新は 2回までとし最長を 30

年とします。 

 

第 4条（保証の限度額） 

 協会が保証する工事は、保証する工事について別表１の条件を満たし、別表

２に定める金額に相当する工事を限度とします。 

２ 法令に定められた瑕疵保険を優先します。 

 

第 5条（免責事項） 

 協会は、以下いずれかの事項に起因して生じた工事目的物の不具合について

の保証の責任は負いません。 

(1) 一般的免責事項 

 イ．地震、噴火、洪水、津波、地盤変動、地盤沈下、風害、水害、凍結、ま

たはこれらに類似の変象並びに塩害、公害、異常電圧によるもの 

 ロ．戦争、内乱、そうじょう、労働争議による場合 

 ハ．建物の倒壊、火災、落雷、破裂、爆発、水没、水漏れ、または外部から

の物体の落下・飛来・衝突のもしくは盗難等の偶然且つ外来の事由 

 ニ．会員（下請けした者を含む。）が施工した部位以外の部位の損傷等による

場合 

 ホ．工事の施工中またはその前後における会員（下請けした者を含む。）以外

の行為等による場合 

 ヘ．所有者または使用者の不適切な維持管理または受注契約時の使用目的と

異なる方法による場合 

ト．被保証者から支給された資材または工事注文者の与えた指図による場合 

 チ．保証した当時実用化されていた技術では、予防することが不可能な現象

による場合 

リ．工事目的物の損傷による第三者からの損害賠償 

(2) 個別的免責事項 

 イ．協会が認可した以外の製品及び施工を行った場合 

 ロ．協会が認可した以外の製造会社の部材を採用した場合 

ハ．適用工事以外の工事の場合 

ニ．協会以外で工事目的物を修補した場合 

ホ．建物に欠陥があった場合 

  へ．会員が協会へ保証申請しなかった、もしくは保証料を支払わなかった場          

  合 

ト．会員が工事後、協会へ申請書類一式を提出しない、または申請書類一式

に不備がある場合 

  チ．施工上の瑕疵があった場合 

 

 

 

 

リ．保証を引受する時に協会認定の認定士が在籍していない場合 

 ヌ．保証期間中に正常な使用状態ではなかった場合 

 

第 6条（変更等通知義務） 

保証契約締結後、保証書の記載事項に変更が発生した場合には、被保証者は、

遅滞なく書面をもってその旨を協会へ通知する事とします。 

２ 保証契約締結後、被保証者は建物の大規模修繕や電気設備の修繕をする場

合は、協会に通知した上で、保証対象品に問題がないか確認をする事としま

す。 

  

第 7条（保証契約の解除） 

協会は下記にいずれかに該当する場合、保証書に記載された被保証者の住所

宛に送付する書面による通知をもって、この保証契約を解除することができま

す。  

 イ．被保証者と会員の間に成立した工事目的物に関する請負契約について、

被保証者がその債務を履行しない場合 

 ロ．前項のほか、協会はこの保証契約を解除する相当の理由があると認めた

場合 

 

第 8条（保証契約の無効） 

 協会は保証契約の締結の際、次の事実があったときはこの保証契約を無効と

します。 

尚、保証契約の保証料については返還しません。 

 イ．この保証契約に関し、被保証者及び会員に詐欺の行為があった場合 

 ロ．被保証者が工事に不具合があることを知っていた場合 

 ハ．保証書に所定事項の記載がない場合、または記載された字句が書き換え

られたり、書き加えられた場合 

 ニ．保証書に事実と異なることが記載された場合 

 ホ．被保証者の故意または過失により建物欠陥がある場合 

 

第 9条（保証契約の失効） 

 保証契約締結後、次の場合は保証契約が失効します。 

 イ．別表１に定める保証期間が経過し、期間内に更新手続きがなされなかっ

た場合 

 ロ．別表１に定める保証期間中であっても、別表２に定める保証限度額を満

たす保証事由が発生した場合 

 ハ．保証書を紛失した場合（但し、再発行手続きにて継続可能とする） 

 ニ．建物が倒壊した場合 

 ホ．建物所有者を協会への通知なく変更した場合 

 

第 10 条（通知義務） 

 被保証者は、工事目的物の破損を発見した場合、または結露の恐れがある場

合、損傷の拡大を防止するとともに遅滞なく協会または会員に通知しなければ

なりません。 

２ 被保証者が前項に反して、正当な理由なく損傷の拡大を防止しなかった場

合、協会は、当該防止を怠ったことにより、第 3 条（保証対象及び期間）に

定める保証責任を免れるものとします。 

３ 被保証者が第１項に反して、正当な理由なく通知しない場合または通知が

遅れた場合は、協会は、当該通知がなかったこと、また遅れたことにより第 3

条（保証対象及び期間）に定める保証責任を免れるものとします。 

 

第 11 条（有償点検） 

 協会は、前条の規定に基づき協会または会員に通知があったときは、すみや

かに工事目的物を点検し、工事目的物の結露を防止するため必要な応急措置を

有償にて実施します。 

 
 

 

２ 協会が必要と認めたときは、協会自らまたは会員である施工業者をして工

事目的物の不具合を防止するための必要な応急措置を有償にて実施します。 

 

第 12 条（保証債務履行） 

 協会は第 11 条（有償点検）に基づき、保証責任が発生した場合は、第 3条及 

び第 4 条に従い、保証債務の履行を行うものとします。また被保証者は保証書

を修補担当者もしくは協会に提示するものとします。 

 

第 13 条（保証債務履行請求権の譲渡の禁止） 

 被保証者は、当該工事物件の所有権の異動が発生した場合は、協会に対する

債務補償請求権を当該工事物件の新たな所有者等に譲渡することができない事

とします。 

 但し、非保証者の２親等まで変更可能とし、保証書の再発行手続きをもって

保証の継続をできる事とします。 

 

第 14 条（当事者の協議） 

 この約款に定めのない事項については、被保証者、協会の協議によるものと

します。 

 

第 15 条（訴訟の提起） 

 この保証契約に関する訴訟は、名古屋地方裁判所を管轄裁判所とします。 

 

 

 

 
別表１ 保証対象と保証期間 
  

保証対象 
工事の種類 

保証対象 
工事の部位  

保証期間 

ファイバーエースの使用

をした請負工事（新築・リ

フォーム）であり、発注者

毎の同一事業所の単一工

事。 

当協会の定める認定

断熱材（ファイバーエ

ース）を施工した壁体

部位と、認定断熱材を

保証部位とする。 

保証書記載の発

効日より 10年と

する。但し更新

は 2 回までとし

最長 30 年とす

る。 
 
別表２ 保証内容と保証限度額 
    

   保証事由    保証範囲 保証限度額 
当協会認定店による施

工であり、協会が指定す

る施工講習を終了した

会員の施工で、施工完了

報告書と保証書発行申

請書が提出され、協会が

保証書を発行の後、当協

会の認定断熱材の結露

の原因による、壁体など

他の部分へ損害が発生

した場合。 

当協会員による協会の

施工基準書に基づいた

施工あり、当協会の定

める認定断熱材を使用

し、適切に行われた施

工あり、且つ施工報告

書通りの施工である場

合で、施工完了後に当

協会の発行した保証書

記載の発効日以降に発

生した事故に対して、

当該部位に関わる補修

工事金額を上限とす

る。 

請負工事毎の同

一事業所の単一

工事における一

棟あたり 500 万

円を限度とする。 

 


